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六
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六
三
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平
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十
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七
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十
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍
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衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
年
金
支
給
の
官
民
格
差
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
年
金
支
給
の
官
民
格
差
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
基
づ
く
年
金
給
付
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
六
号
）
に
よ
り
、
年
四
回
払
い
か
ら
年
六
回
払
い
に
改
正
し
た
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

百
二
十
八
号
）
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
お
い
て
も
同
様
の
規
定
が
存

在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
同
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

国
民
年
金
法
第
十
七
条
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
事
務
処
理
の
合
理
化
の
観
点
か
ら
、

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
三
号
）
に
よ
り
、
年
金
給
付
又
は
保
険
給
付

の
額
の
端
数
処
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
五
十
銭
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円

未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
こ
と
と
し
て
い
た
も
の
か
ら
、
五
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ

一



た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
こ
と
と

す
る
も
の
に
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
端
数
の
加
算
額
と
は
年
金
給
付
又
は
保
険
給
付
の
額
の
端
数
処
理
に
よ
り
切
り
上
げ
た
金
額
の
こ
と
と

思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
各
年
金
受
給
者
に
対
す
る
年
金
給
付
又
は
保
険
給
付
の
額
の
算
出
過
程
で
生
じ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
で
は
管
理
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
金
額
の
合
計
等
に
つ
い
て
は
お
答
え

で
き
な
い
。

な
お
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
等
か
ら
の
年

金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
よ
り
、
ま
た
、
地
方

公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
年
金
の
額
の
改
定

等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
国
民
年
金
法
第

十
七
条
等
と
同
様
の
改
正
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
共
済
年
金
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
が
基
本
的
に
す
べ
て
の
常
勤
国
家
公
務
員
に
適
用
さ
れ

二



る
こ
と
と
な
っ
た
昭
和
三
十
四
年
十
月
に
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
運
用
方
針
（
昭
和
三
十
四
年
十
月
一
日
付
け
蔵
計

第
二
千
九
百
二
十
七
号
大
蔵
大
臣
通
達
）
が
定
め
ら
れ
、
同
方
針
に
お
い
て
、
当
時
年
四
回
の
支
給
期
で
あ
っ
た
国
家
公
務

員
共
済
年
金
の
各
支
給
期
月
の
一
円
未
満
の
端
数
金
額
に
つ
い
て
切
り
捨
て
、
こ
れ
を
当
該
年
度
の
最
終
支
給
期
月
に
加
算

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
平
成
元
年
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
平
成
二
年

二
月
以
後
国
家
公
務
員
共
済
年
金
の
支
給
期
が
年
四
回
か
ら
年
六
回
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
国
家
公
務
員
等
共
済
組

合
法
等
の
運
用
方
針
も
改
正
さ
れ
、
四
月
、
六
月
、
八
月
、
十
月
、
十
二
月
に
支
給
す
べ
き
端
数
金
額
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、

二
月
に
支
給
す
べ
き
金
額
に
加
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

地
方
公
務
員
共
済
年
金
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
に
、
地
方
公
務

員
共
済
組
合
法
運
用
方
針
（
昭
和
三
十
七
年
十
月
三
日
付
け
自
治
甲
公
第
十
号
自
治
大
臣
通
達
）
が
定
め
ら
れ
、
同
方
針
に

お
い
て
、
当
時
年
四
回
の
支
給
期
で
あ
っ
た
地
方
公
務
員
共
済
年
金
の
各
支
給
期
月
の
一
円
未
満
の
端
数
金
額
に
つ
い
て
切

り
捨
て
、
こ
れ
を
当
該
年
度
の
最
終
支
給
期
月
に
加
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
平
成
元
年
の
地
方

公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
平
成
二
年
二
月
以
後
地
方
公
務
員
共
済
年
金
の
支
給
期
が
年
四
回
か
ら
年
六
回

に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
運
用
方
針
も
改
正
さ
れ
、
四
月
、
六
月
、
八
月
、
十
月
、
十
二

三



月
に
支
給
す
べ
き
端
数
金
額
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、二
月
に
支
給
す
べ
き
金
額
に
加
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
国
家
公
務
員
共
済
年
金
及
び
地
方
公
務
員
共
済
年
金
と
も
に
、
二
月
に
加
算
し
て
支
給
し
た
端
数
金
額
に
つ
い
て

は
、
各
年
金
受
給
者
に
対
す
る
支
給
額
の
算
出
過
程
で
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
端
数
金
額
の
み
を
把
握
し
て
お
ら
ず
お
答

え
で
き
な
い
。

四
に
つ
い
て

各
支
払
期
月
に
お
け
る
支
払
額
の
端
数
処
理
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
の
保
険
給
付
の
支
払
い
は
、
国
の
債
務
で
あ
る
た

め
、
国
等
の
債
権
債
務
等
の
金
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
一
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
て
い
る
が
、
国
家
公
務
員
共
済
年
金
又
は
地
方
公
務
員
共
済
年
金
の
長

期
給
付
の
支
払
い
は
、
国
の
債
務
で
は
な
い
た
め
同
法
は
適
用
さ
れ
ず
、
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
運
用
方
針
に
よ
り
一
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
、
二
月
に
支
給
す
べ
き
金
額
に
加
算
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
第
百
六
十
六
回
国
会
に
提
出
し
た
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
に
お
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
に
、
各
支
払
期
月
に
お
け
る
支
払
額
の
端
数
処
理
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、

四



民
間
被
用
者
、
公
務
員
を
問
わ
ず
、
従
来
の
国
家
公
務
員
共
済
年
金
及
び
地
方
公
務
員
共
済
年
金
と
同
様
に
毎
年
三
月
か
ら

翌
年
二
月
ま
で
の
間
に
お
い
て
切
り
捨
て
た
金
額
の
合
計
額
を
当
該
二
月
の
支
払
期
月
に
加
算
す
る
こ
と
と
す
る
規
定
を
新

た
に
設
け
、
民
間
被
用
者
と
公
務
員
の
取
扱
い
の
差
を
解
消
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

五


